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平成２９年度設置認可部会の開催状況について 

 

１ 概要 

平成２９年４月開催 

１ 日 時 第１回：４月１７日（月）１３時００分～１７時００分 

        第２回：４月２４日（月）１５時００分～１８時１０分 

２ 出席者 第１回：中澤部会長、池田委員、大川委員、大木委員、中谷委員 

        第２回：池田委員、大川委員、大木委員、中谷委員 

３ 議 題  第１回 

（１）保育所の整備を行う事業者の選定審査について 

   ２事業者を適格とした。 

   事業者名 2号・3号定員 

（株）ﾓｰﾄﾞ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ ５９人 

（株）ＨＯＰＰＡ ５０人 

        （２）轟町５丁目国有地に保育所の整備を行う事業者の選定審査について 

２事業者を適格とし、１事業者を選定した。 

事業者名 2号・3号定員 

（福）小ばと会【平成 30 年 5 月開園】 ５９人 

        

第２回 

       （１）保育所の整備を行う事業者の選定審査について 

   ２事業者を適格とした。 

   事業者名 2号・3号定員 

（特非）耳長うさぎ【辞退】 ３０人 

美園（同）【辞退】 ５０人 

       （２）幼稚園型認定こども園の整備を行う事業者の選定審査について 

          １事業者を適格とした。 

事業者名 1号定員 2号・3号定員 

（学）鏡戸学園【３０年度に延期】 ２１０人 ２０人 
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平成２９年５月開催 

１ 日 時 第３回：５月１日（月） １４時００分～１７時１０分 

２ 出席者   第３回：中澤部会長、池田委員、大川委員、大木委員、中谷委員 

３ 議 題  第３回 

（１）幼稚園型認定こども園の整備を行う事業者の選定審査について 

         １事業者を適格とした。 

事業者名 1号定員 2号・3号定員 

（学）千葉明徳学園 ２４０人 ７５人 

（２）保育所の整備を行う事業者の選定審査について 

  ２事業者を適格とした。 

   事業者名 2号・3号定員 

（同）aim ３０人 

（株）ハイフライヤーズ ５９人 

 

平成２９年７月開催 

１ 日 時 第４回：７月２４日（月） １４時００分～１８時０５分 

２ 出席者   第４回：中澤部会長、池田委員、大川委員、大木委員、中谷委員 

３ 議 題  第４回 

（１）保育所の整備を行う事業者の選定審査について 

         ３事業者を適格とした。 

事業者名 2号・3号定員 

（株）ﾓｰﾄﾞ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ ５９人 

（株）ＨＯＰＰＡ ５０人 

（株）ハイフライヤーズ ５９人 

（２）保育所の整備（認可化移行）を行う事業者の選定審査について 

  １事業者を適格とした。 

   事業者名 2号・3号定員 

（株）ディーケーエル ２８人 

４ 報告事項 第４回 

      （１）幼稚園型認定こども園の認定を受ける事業者の選定について 

      （２）地域小規模児童養護施設の新設について 

 

 



- 3 - 
 

平成２９年８月開催 

１ 日 時 第５回：８月２２日（火） ９時３０分～１４時１０分 

        第６回：８月２８日（月） ９時３０分～１６時２５分 

２ 出席者   第５回：中澤部会長、池田委員、大川委員、大木委員、中谷委員 

        第６回：中澤部会長、池田委員、大川委員、大木委員、中谷委員 

３ 議 題  第５回 

（１）保育所の整備を行う事業者の選定審査について 

         ２事業者を適格とした。 

事業者名 2号・3号定員 

（株）ハイフライヤーズ【辞退】 ７０人 

（株）かえで ８０人 

（２）小規模保育事業の整備を行う事業者の選定審査について 

  ２事業者を適格とした。 

   事業者名 3号定員 

（福）創成会 １９人 

（一社）絲 １２人 

       

 第６回 

（１）小規模保育事業の整備を行う事業者の選定審査について 

         ３事業者を適格とした。 

事業者名 3号定員 

（株）センター 

（仮称）幕張本郷ことり保育室 
１２人 

（株）センター 

（仮称）蘇我さくら保育室 
１２人 

（株）AFFECTION １９人 

（株）つぼみ １９人 

（２）保育所の整備を行う事業者の選定審査について 

  ２事業者を適格とした。 

   事業者名 2号・3号定員 

イングレソ（株） ３０人 

（株）在宅支援総合ケアーサービス ４０人 
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（３）保育所型認定こども園に係る審査項目及び評価基準について 

（４）保育所型認定こども園の整備（認可化移行）を行う事業者の選定審査について 

  １事業者を適格とした。 

   事業者名 1号定員 2号・3号定員 

（特非）虹の丘ワールドケアファミリー ３人 ３４人 

 

平成２９年９月開催 

１ 日 時 第７回：９月４日（月） ９時３０分～１５時５５分 

        第８回：９月１４日（木）９時３０分～１４時１０分 

２ 出席者   第７回：中澤部会長、池田委員、大川委員、大木委員、中谷委員 

        第８回：中澤部会長、池田委員、大川委員、大木委員、中谷委員 

３ 議 題  第７回 

（１）小規模保育事業の整備を行う事業者の選定審査について 

         ４事業者を適格とした。 

事業者名 3号定員 

（株）エルダーテイメント・ジャパン １９人 

ＪＢＳナーサリー（株） １８人 

（学）梅園学園 １２人 

（株）ＪＦＡ １９人 

（２）幼稚園型認定こども園の整備を行う事業者の選定審査について 

  １事業者を適格とした。 

   事業者名 1号定員 2号・3号定員 

（学）西沢学園 １２０人 ５０人 

 

       第８回 

（１）小規模保育事業の整備を行う事業者の選定審査について 

         ２事業者を適格とした。 

事業者名 3号定員 

（株）オーチャード・ルーム １９人 

Litos&Company（株） １９人 
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（２）保育所の整備を行う事業者の選定審査について 

  １事業者を適格とした。 

   事業者名 2号・3号定員 

（有）朱華 ４０人 

（３）事業所内保育事業の整備を行う事業者の選定審査について 

１事業者を適格とした。 

   事業者名 従業員枠 地域枠 

（学）小林学園 ４人 ８人 

 

平成２９年１０月開催 

１ 日 時 第９回：１０月３日（火）９時３０分～１１時３５分 

        第 10回：１０月３１日（火）９時００分～１２時００分 

２ 出席者   第９回：中澤部会長、池田委員、大川委員、大木委員、中谷委員 

        第 10回：中澤部会長、池田委員、大木委員、中谷委員 

３ 議 題  第９回 

小規模保育事業の整備を行う事業者の選定審査について 

         ２事業者を適格とした。 

事業者名 3号定員 

（株）秀盛舎 １９人 

（株）かるがも １９人 

        

第 10回 

（１）保育所の整備（認可化移行）を行う事業者の選定審査について 

   １事業者を適格とした。 

事業者名 2号・3号定員 

（株）キャンディ ２０人 

（２）小規模保育事業の整備を行う事業者の選定審査について 

   １事業者を適格とした。 

事業者名 3号定員 

（株）習志野駅前託児所 １２人 
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（３）事業所内保育事業の整備を行う事業者の選定審査について 

   １事業者を適格とした。 

事業者名 従業員枠 地域枠 

（株）ヴィオレッタ １０人 ９人 

 

平成２９年１１月開催 

１ 日 時 第 11回：１１月１日（水）９時３０分～１４時１０分 

２ 出席者   第 11回：中澤部会長、池田委員、大木委員、中谷委員 

３ 議 題  第 11回 

       （１）小規模保育事業の整備を行う事業者の選定審査について 

          ３事業者を適格とした。 

事業者名 3号定員 

（福）笑顔の会 １２人 

（資）ライフコミュニケーション １９人 

（福）大きな家族【辞退】 １９人 

       （２）保育所の整備（認可化移行）を行う事業者の選定審査について 

          １事業者を適格とした。 

事業者名 2号・3号定員 

（資）ライフコミュニケーション ３０人 

 

平成３０年１月開催 

１ 日 時 第 12回：１月１０日（水）９時３０分～１１時４５分 

２ 出席者   第 12回：中澤部会長、池田委員、大川委員、大木委員、中谷委員 

３ 議 題  第 12回 

       （１）家庭的保育事業の整備を行う事業者の選定審査について 

２事業者を適格とした。 

事業者名 3号定員 

ライフプランニング（株） ５人 

清水 佳恵（個人） ２人 
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２ 総整備量 

平成３０年４月１日付けの２号及び３号認定の認可定員数は、１，４２３人増となった。 

（１）認定こども園：５か所、１７５人増 

（２）事業所内保育事業：２か所、１７人増 

（３）家庭的保育事業：２か所、７人増 

（４）認可外保育施設の認可化移行：４か所、８６人増 

（５）保育所の新設等：１３か所、７０５人増 

（６）小規模保育事業：１８か所、２９９人増 

（７）保育所等の定員変更：１１か所、１３４人増 

 

平成３０年５月以降開園予定の施設は１か所、５９人増となった。 

１ 保育所の新設：１か所、５９人増 

 

その他、地域小規模児童養護施設の整備として、３施設を整備することとした。（各施設とも定

員６人、計１８人） 


